
生活再建支援情報生活再建支援情報 ※地震災害の対応について
　詳細はこちら　▶

早期復旧のための支援内容についてお知らせします（4月23日現在）。詳細は担当課にお問い合わせください。早期復旧のための支援内容についてお知らせします（4月23日現在）。詳細は担当課にお問い合わせください。

1.1大震災1.1大震災に伴うに伴う

浄化槽復旧工事への補助金
　令和6年能登半島地震で被災した浄化槽の速やかな復
旧と管理者の負担軽減を図るため、町民が実施する浄化槽
の復旧に要する経費を補助します。

【対象となる浄化槽】
　地震被害を受けた浄化槽で、次の要件を満たすもの
・公共下水道及び農業集落排水（小規模集合排水含む）整

備区域外であること
・浄化槽の維持管理が行われていること
・被災前に納期限を迎えた町税などを滞納していないこと
・浄化槽復旧に関する他の補助を受けていないこと（住宅
　の応急修理支援など）

【対象となる経費】
　浄化槽本体の修理・入れ替え工事に必要な経費（工事に
必要となる前後の配管を含む）

【補助金の額】
　復旧に要する経費の７/10

【申請・問合先】
　生活環境課 ☎288-6701

■災害弔慰金
【支給対象】
　自然災害により死亡された町民の遺族（配偶者、子、父
母、孫、祖父母、兄弟姉妹）
　※災害関連死を含む（判定を認定審査会で行う場合があります）
　※兄弟姉妹は、ほかの遺族が存在せず、生計が同一であった方

【支給額】
　・生計維持者の死亡 500万円
　・その他の方の死亡 250万円

■災害障害見舞金
【支給対象】
　自然災害により重度の障害を受けた町民の方

【支給額】
　・生計維持者 250万円
　・その他の方 125万円

【支給制限】
　当該死亡に関し、その方が業務に従事していたことによ
り支給される給付金その他これに準ずる給付金で厚生労
働大臣が定めるものが支給される場合、災害弔慰金は支給
されません。
　本人の故意または重大な過失が死亡・障害原因となった
場合は、弔慰金、見舞金が支給されないことがあります。

【申請・問合先】
　福祉課 ☎288-2458
　　　　　　　　　※詳細は、こちらをご覧ください▶

災害弔慰金・災害障害見舞金

防災行政無線防災行政無線
テレフォンガイドテレフォンガイド
☎076-289-3150☎076-289-3150
　地震などの緊急時や各種警報の発令時に、防災行政　地震などの緊急時や各種警報の発令時に、防災行政
無線の屋外スピーカーから町内全域に情報を放送して無線の屋外スピーカーから町内全域に情報を放送して
いますが、同じ内容を電話で確認することができます。いますが、同じ内容を電話で確認することができます。
　混み合っている場合は、しばらくたってからおかけ　混み合っている場合は、しばらくたってからおかけ
直しください。直しください。

浄化槽の区分 補助金の限度額
5人槽 684,000円
6～7人槽 831,000円
8人槽以上 1,167,000円

地震に伴うイベント中止のお知らせ
・令和6年度河北郡市消防団連合訓練
・第70回石川県消防操法大会
 ※最新の情報は主催者、各施設にお問い合わせください

所得税の軽減免除
　令和６年能登半島地震により住宅や家財などに被害を
受けた方は、確定申告において「雑損控除」または「災害減
免法」のどちらか有利な方法で所得税などの軽減または免
除を受けられる場合があります。
　また、事業用資産に被害を受けた方は、その損失額を事業
所得などの計算上必要経費の額に算入することができます。
なお、これらの軽減などの措置は、令和5年分または令和6
年分のいずれかの年分を選択して受けることができます。
　石川県、富山県においては、申告などの期限が延長され
ていますので、状況が落ち着いてからお手続きください。

【問合先】
　税務課 ☎288-2123

※詳細は、国税庁ホーム
　ページをご覧ください ▶

大切なペットのためにも備えを

　突然の災害発生時、大切
なペットの安全と健康を守
る対策は万全ですか。
　飼い主の責務として、日頃
から万が一に備えましょう。

いざというときのために日頃から備えを
ハザードマップを確認しましょう！
　洪水や土砂災害、地震などに係る災害危険
箇所をハザードマップとして地図化しています。
　避難行動を考えるために必要な防災情報や役立つ情
報なども掲載しています。
　いざというときに適切な行動をとれるよう、普段から家
族で避難場所や避難経路について話し合いましょう。 ※詳細はこちら▲ ※詳細はこちら▶

防災行政無線が聞き取りにくいときに防災行政無線が聞き取りにくいときに
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石川県内の被災自治体（能登地方など）へご希望の場合は、
日本赤十字社を通じた「令和6年能登半島地震義
援金」にお願いします。

※詳細は、日本赤十字社ホームページをご覧ください ▶

皆さまのご支援・ご協力ありがとうございます

　令和6年能登半島地震の被災者支援のための義
援金として、4月18日にフィールセーフ株式会社（柴野
幸弘代表取締役社長）から100万円が、災害支援金と
して、4月3日に福岡県岡垣町から200万円が町に贈
呈され、感謝状の贈呈を行いました。

フィールセーフ株式会社
福岡県岡垣町に
感謝状を贈呈しました

■配分対象および配分金額
被害区分 【石川県】義援金配分額 【津幡町】義援金配分額【石川県＋津幡町】義援金配分総額

人的被害
死者・行方不明者 1,000,000円 / 世帯 200,000円 / 世帯 1,200,000円 / 世帯
重傷者（震災で1か月以上の治
療を要する負傷を負った方） 100,000円 / 世帯 50,000円 / 世帯 150,000円 / 世帯

住家被害

全壊（みなし全壊を含む） 1,000,000円 / 世帯 200,000円 / 世帯 1,200,000円 / 世帯
大規模半壊 750,000円 / 世帯 150,000円 / 世帯 900,000円 / 世帯
中規模半壊  500,000円 / 世帯 100,000円 / 世帯 600,000円 / 世帯
半壊  250,000円 / 世帯  50,000円 / 世帯 300,000円 / 世帯
準半壊  100,000円 / 世帯   20,000円 / 世帯 120,000円 / 世帯
一部損壊  30,000円 / 世帯   3,000円 / 世帯 33,000円 / 世帯

※人的被害と住家被害は重複して申請することができます。　※住家の被害区分は、「罹災証明書」に記載の「被害の程度」です。

　令和6年能登半島地震災害で被災された方に対し、全国から寄せられた義援金を石川県災害義援金配分委員会や津幡
町災害義援金配分委員会で決定した基準により配分します。
■人的被害・住家被害に該当し、国や津幡町の「災害弔慰金」「被災者生活再建支援金」を申請された方は、申請不要で

す。（支援金の支給口座へ配分します。）まだ支援金の申請がお済みでない場合は、まず被災者生活再建支援金の申請
をしてください。

　※「災害弔慰金」「被災者生活再建支援金」を令和６年12月27日までに申請された方に義援金を配分します。

■義援金のみの受け取りを希望される方は、町が送付する災害義援金配分申請書に必要書類を添付して提出してください。
　【申請方法】　下記の必要書類を受付窓口まで持参または郵送で提出してください。
　　　　　　　●令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書　●罹災証明書　●通帳またはキャッシュカードの写し
　　　　　　　※被害区分が人的被害の方は提出書類が異なりますので、会計課にお問い合わせください。
　【申請期限】　令和6年12月27日㈮ ※郵送の場合は当日消印有効

■今後、義援金受入れ状況に応じ追加配分がある場合は、同じ口座に振り込みます。
　義援金が不要な場合は、会計課までご連絡ください。

申請・問合先　会計課 ☎288-2122

◆◆  災害支援寄附金、義援金を受け付けています
　災害支援寄附金 災害支援寄附金 問合先　企画課 ☎288-2158
　　全て町の災害復旧事業や今後の防災対策に充てられます。
　　対象サイト　ふるさとチョイス、さとふる、楽天
　　　　　　　　※災害支援寄附の場合、返礼品はお送りしておりません

　　　　　　　　※町内居住でも寄附できます

　義援金義援金 問合先　会計課 ☎288-2122
　　全て津幡町で被災された方々に配分されます。
　　※受領証作成のため、事前に電子申請により寄附申込をお願いします。

　　振込口座
　　　銀行振込 
　　　　【金融機関】 北國銀行 津幡支店  普通 85454
　　　　【口座名義】 津

ツバタマチジシンサイガイギエンキン
幡町地震災害義援金

　　　ゆうちょ銀行・郵便局
　　　　【口座番号】 00150-8-421828
　　　　【加入者名】 津

ツバタマチジシンサイガイギエンキン
幡町地震災害義援金

※詳細はこちら ▶

令和6年能登半島地震災害に係る「災害義援金」を配分します

応援してくださる皆さまへ

中長期派遣していただいている自治体
山形県　　　神奈川県相模原市　　　大阪府枚方市

熊本県苓北町 石川県予防医学協会
福島県南相馬市 大分県日田市
福岡県岡垣町 福岡県岡垣町課長会
長野県小谷村 全国半島振興市町村協議会
㈱教育芸術社 ほか1件

匿名ほか113人

企業・団体

個人

災害支援金・義援金 （順不同、敬称略）
（3月22日～4月18日申し出確定分）

（順不同、敬称略）
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